
『Munimatalarpkara』 に つ い て

磯 田 煕 文

本 書 『Munimatalarpkara』(東 北(D)No. 3903, 北 京(P)No. 5299)の 著 者 で あ

るAbhayakaragupta(Hjigs-med bbyuh-gnas sbas-pa)は, Pala王 朝 のRamapala

王 の時 代 即 ち十 一 世 紀 末 か ら十 二 世 紀 に か け て活 躍 した代 表 的 な仏 教 僧 の一 人 と

して知 られ て い る1)。

この意 味 で, そ の著 作 は, イ ン ド仏 教 末 期 の状 況 や 流 れ, 更 に また, チ ベ ッ ト

仏 教 に与 え た影 響 とい う点 で も, 貴 重 な資 料 を提 供 す る。

彼 の伝 記 に 関 し て, Gshon-nu dpal(A. D. 1392-1481)の 『Deb-ther shon-po』2)

に は,

1) 彼 の mandala 儀 軌 の著 作 は, Jhanapadaの 系統 に属 す る とい うこ と,

2) あ る伝 承 で は, 彼 はMahjukirtiと 共 にNaro-paの 弟 子 で あ つ た と伝 え られ

る こ と3),

3) 彼 は, Bodhibhadraの 三 人 の弟 子 の一 人 で あ つ た と い われ る こ と,

4) 彼 は, 波 羅 蜜, 真 言 両 道 を通 して, 迷 い誤 りの な い 理解 の 心 を 持 つ て お り,

Sau-ri-paな ど 自分 の 師 の 言 葉 に もか ゝわ らず, 女 性 を 伴 つ た, 所 謂 大 印 悉 地

(mahamudra-siddhi)は 行 な わず, そ の か わ りに, 夢 の 中 に現 われ たVajrayogini

の勧 め に随 つ て タ ン トラに対 す る注 解 を造 つ た こ と,

な どが述 べ られ て い る。

ま た, Taranatha(A. D. 1575生)の 『Bkahdbab bdun ldan』4)に よれ ば, 彼 の

父 の カ ー ス トはksatriya, 母 は brahmapa で あ り, 幼 少 よ り Veda を は じ め 多

くの学 問 を身 に つ け, tirthika の タ ン トラな ど も学 ん だ とい わ れ る。 そ の 後, 仏

教 喩 伽 者 の友 人 に勧 め られ て仏 教 徒 に な り, す べ て の 経, タ ン ト ラ に 精 進 し, 

vinayadhara (持律者)と して も名 が知 られ る よ うに なる。 あ る時 期 に, 墓 地 で 瞑

想 して い た が, そ の後, Ramapala王 の妃 に よつ て寄 進 され た 僧 院 に住 む こ と に

な る。 それ か らま た, 墓 地 に住 して い た時 に, あ る名 門 の家 の子 供 の命 を蘇 らせ

て, そ の 力 に よつ て尊 敬 を得, Vajrasana (金剛座)の Upadhyaya と して 迎 え ら

れ, 数 々 の神 通 を も行 つ た, と い われ る。 更 に, Nalanda, Vikramasila 学 問寺 の

upadhyaya と して も迎 え られ, Ramapala 王 は 彼 を 自分 の guru と して尊 敬 した,
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と も云 わ れ る。 また, これ らの伝 承 の間 に, 数 回, Vajrayogini(こ ゝでは, Vajra-

varahi) が少 女 に身 を変 え て, Abhayakaragupta と の siddhi の 成 就 を 懇 請 した け

れ ど も, 彼 は梵 行 を持 して それ を受 け な か つ た とい うこ とが, 『Deb-ther shor-po』

と同様 に述 べ られ て い る。 こ ゝに, Abhayakaragupa の梵 行 者 と して の態 度 を 伺

い 知 る こ とが で き る。

さて, デ ル ゲ版 チ ベ ッ ト大蔵 経 に は, 彼 に 帰 せ られ る著 作 と して 二 十 二 書 が 収

め られ て い る。 タ ン ト ラ 部 に, 『Sarpputa-tantra』(D. No. 381, P. No. 26)の 注 解

で あ るrAmnayamanjari』(D. No. 1198, P. No 2328), rBuddhakapala-tantra』(D.

No. 424, P. No. 63)の 注 解 で あ る 『Abhaya-paddhati』(D. No. 1654, P. No. 2526),

『Vajravali』(D. No. 3140, P. No. 3961)5), 『Nispannayogavali』(D. No. 3141, P. No.

3962)6)等 の 十 九 書, 般 若 部 に 『八 千 頗 般 若 』(D. No. 10, P. No. 732)の 注 解 ・『Ma-

rumakaumudi』(D. No. 3970, P. No. 5365)の 一 書, 中観 部 に, こ ゝで 取 りあ げ る

『Munimatalamkara』 と 『Bodhisattvasarpvaragrahapa-vidhi』(D. No. 3786, P. No.

5184)の 二 書 で あ る。 北 京 版 チ ベ ッ ト大 蔵 経 に は, タ ン トラ関 係 の もの ば か り で

あ る が, 更 に, 七 書 が加 え られ てい る7)。

そ こで, こ ゝで は, 彼 の代 表 的 な著 作 の一 つ で あ るrMunimatalamkara』 に つ

い て, そ の内 容 の特 色 を明 らか に して い く とい う 目的 の もと に, そ の一 端 を明 ら

か に した い。

本 書 は, 四 つ の章 に分 け られ, デル ゲ版 で二 百 二 十 枚 ほ どの もの で8), 中 観 部

に含 め られ て い る が, また 一 方, Tsoh-kha-paの 『Gser-phreh』 に, 『Abhisama-

yalarpkara』(D. No. 3786, P. No. 5184)関 係 の注 釈 二 十 一 書 の一 つ に, この書 を挙

げ てい る9)。 それ は, 例 え ば, 次 に 引 く文 章 に よつ て も了解 す る こ とが で き る。

先 ず, 第 一 章"菩 提 心 を 明 らか にす る章"の 終 りに は, 「大 乗 の 自性 は 一 乗 で あ

り, 一 切 法 は勝 義 と して無 自性 で あ る と成 立 す る。 それ は ま さに仏 母, 般 若 波 羅

蜜 で あ り, 更 に, 空 と悲 が無 区別 の, 勝 義 菩提 心 で あ る」10)と述 べ られ, 第 二 章

"菩 提 心 の修 習 を明 らか にす る章"の 最 後 に は, 「菩 提 心 の修 習 は, 次 第 に, 二 十

二 心 を起 す こ とで あ る(即 ち, これは 『Abhisamayalalpkara』 の 二 十 二 種 の発 心11)で

ある)」12)と述 べ られ, 更 に, 第 三 章“八 現 観 を 明 らか に す る 章”の 最 初 に は, 

「(この)二 十二 種 の発 心 が ま さに大 乗 で あ り, 果 を伴 つ た 菩 薩道 で あ り, そ れ は

また, 般 若 波 羅 蜜 に 他 な らな い, そ して そ れ は, 一 切 相 智 性(sarvakarajnata)等

の 八現 観 で あ る」13)と述 べ られ, 第 四章“徳 を明 らか にす る章”の 最 後 に, rNa-

garjunaとAryavimuktasena等 に依 つ て, 疑 い な く, 私 は徳 の一 部分 の み を述 べ
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た」14)旨を記している。これらの文に, Abhayakarapupta の(少 くと も波羅蜜大

乗についての)仏 教観のおさえ処が何処にあるかを伺 うことができる。

さて, 第一章の主題は, 前述の如 く, 菩提心を明らかにすることにあるが, そ

の最初に, 菩薩の律儀の受持儀軌と行を述べているので, この部分について, そ

の内容を眺めてみたい。

先ず最初に, 根の勝れた者が菩薩律儀を自性とする菩提心を発するとい うこと

は, 要約的に云えば, “仏・法 ・僧即ち色身と法身と不退転の菩薩の僧伽 とに帰

依 して, 自身が正等覚者となり, このすべての世間を苦から解放 して正等覚者の

位に導かん”と 心を発することであるとして, この律儀の受戒作法を述べること

から論が始められる。

まず, 受戒作法 のは じめに, 『Katagara-sutra』(D. No. 332, P. No. 998)15)に則

つて, mandala をつ くる等の準備を行な うべきである, と云われる。先に, 四角, 

半月形, 円形, 車形のmandalaを 北倶盧などの四洲に配する等である。

 次いで, 「律儀に住 して, 受持する律儀を知 つてい る, 新 しい(gsar-bu)在 家

の外貌を持つたguruか ら受けるべきである。その様 な人がいない場合には, 

仏 ・菩薩が現前に住していると作意して受持すべきである」16)とす る。受 戒作法

の内容は, 1. “菩薩の浄戒を授けられんことを”, と請 う, 2. 臓悔, 3. 三宝帰

依, 4. 発菩提心, 5. 善根を利他のために廻向する, 6. 六波羅蜜 と善 巧方便 を

修習することの誓約, 7. “guruあ るいは仏 ・菩薩が自分を菩薩として摂受せん

ことを”, と, 各三回ずつ唱える, とい うもので あるが, 「(これは,)『菩薩蔵』

等に説かれる儀軌であり, 利根の菩薩はこれによつて菩薩戒を受けるのである」

とい う。なお, この受戒作法の内容 は, Bodhibhadra の 『Bodhisattvasamvaravi-

dhi』(D. No. 3967, P. No. 5362)に ほとんど同文の対応が見 られる。

中根の者は, 善友に遇 う等の縁から, 同様二に, 尽寿の優婆塞律儀(や 別解脱律

儀)等 いずれでもよい, それ らを先に持 して, 菩薩律儀を受けさせる。鈍根の者

も同様である。

なお, 優婆塞律儀について, 三帰のそれ と三帰の後に五戒を受けるそれ との二

種のあることを, 律所説として付 している。

更に, 八斉戒の受戒を説明しているが, これは云 うまでもな く戒体が一昼夜に

限られ, また六乃至四斉 日と神変月に行われる在家者の戒であ るが, Abhayaka-

raguptaは, それと共に, こゝに尽寿の八斉戒を“Go-miの 律儀”と して伝えて
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い る。 北 京版 の 『Munimatalarpkara』 の割 注 に は, そ の典 拠 と して, 『大 宝 積 経 』

の 「大 神 変会 」 第 二 十 二 か ら,

一 生 の 間, 私 は梵 行 を 行 い, 八 斉 戒 を 受 持 し ます/17)

を 引用 して い る。 ま た, このGo-mi律 儀 の 名称 は, Sunayasriの 『Upasakasarp-

varastaka-vivarapa』(D. No. 4142, P. No. 5643)に もみ られ る18)。い ず れ に せ よ, 

八 斉 戒 の理 解 と して は特 異 の もの で あ る。

ま た, 別 解 脱 律 儀 の理 解 に 関 して, そ れ は 「誰 で も これ を 受持 した 人 に は, 散

乱 心 と無 心 とに お い て牽 引 され る時, そ れ ま で の 間, 善 が 随 行 す る相 続 と して 変

ず る殊 勝 が生 ず るの で あ つ て, 何 で もそ れ に 基 づ い て,“こ の こ と を し ま せん”

と の誓 い を念 じ, 禁 止 行 為 か ら恥 を もつ て 身 ・語 を正 し く制 御 抑 制 す る こ とで あ

る」19)と説 明 して い る。 そ し て, Vaibhasika の無 表(avijnapti)実 体 説 を 引 き, そ

れ は不 合 理 で あ る と述 べ て い る。

ま た, 業 道 に つ い て触 れ, 十不 善 業 道 が 性 罪(rah-bshin gyi kha-na-ma-tho-

ba)で あ り, 飲 酒 が遮 罪(bcas-pahi kha-na-ma-tho-ba)で あ る こ と を 説 明 し て い

る。

更 に, 臓 悔 の儀 軌 を 述 べ て, 以 上 で“優 婆塞 律儀 の 受 持 の儀 軌 と行”の 説 明 を

了 る。沙 弥 と比 丘 の 律儀 受 持 の儀 軌 と行 に つ い て は, 別 に明 らか にす る と して, 

こ ゝで は 省 か れ て い る。

次 に, 菩薩 律 儀 の根 本 が 菩提 に 至 る まで 受 持 され るべ きで あ る三 宝 帰 依 で あ る

こ とを 強 調 す る。 そ の 際 に, Candrakirti の 『Trisarapa-saptati』(D. No. 3971, P.

No. 5366)の 第 一偶;

優 婆塞 は三宝に帰依 す る, その(三 帰)は, 八律儀の根本であ る/等 覚者, 法, 僧伽は,

解脱 を求める者達 の帰依処 である〃20)

と, 更 に, 三 十 四, 五 十 一, 五 十 四 ・五, 六 十 七 偶 を引 い て い る。 ま た, “帰 依

(Sarapa)”と“ 護 持(paritrapa)”の 意 味 に つ い て, 『Sutralarpkara』(D. No. 4020,

P. No. 5521)の 「菩 提 品 」 の七, 八 偶;

常に一切の煩悩聚 よ り, すべての悪行 と老死 よ り, 仏 は護持す る//

す べての災厄 と, 悪趣 と非方便 と, 有身見 と小乗 とか らも(護 持す る), そ れ 故 に 帰依

処の最上の ものであ る//21)

を 引 用 し, この 第 八 偶 に つ い て 逐 語 釈 を加 えて い る。 そ の内 容 は, Sthiramati の

『Satralalpkaravrtti-bhasya』(D. No. 4034, P. No. 5531)の そ れ22)を短 く ま と め た

も の ゝ如 くで あ る。
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そ の 後 に, 三 宝 の各 々 を勝 義 の それ と世 俗 言 説 の それ と の二 面 か ら説 明 して い

る。 仏 に関 し て, 勝 義 の それ は三 身, 世 俗 言 説 と して は仏 舎 利 塔, 仏 像 な どで あ

る。 法 に関 し て, 勝 義 の それ は浬 藥, 世 間 言 説 と して は 道(marga), 仏 言, 書 物

で あ る。 僧 に関 し て, 勝 義 の それ は初 地 以 上 の菩 薩 や預 流 等 の八 人, 世 間言 説 と

して は(順 解 脱 分 の 者 な ど の)異 生 の比 丘 ・比 丘 尼 で あ る, と して い る。 これ ら

は, 供 養 の対 象 とい う面 か ら分 別 され た もの で あ る。

次 い で, 供 養 され るべ き者(daksipiya)と して, 仏 と菩 薩 に 区別 が な い とい う

こ と を示 す た め に, 諸 部 派 所 伝 の聖 典 本 文 を 引用 してい る が, そ の部 派 名 と して,

Mahasahghika (の 『Vidyadhara-pitaka』)を は じ め, Parvasaila(Sar gyi ri la gnas

pa), Haimavata(Gahs. rir gnas pa), Sthavira(vadin)(Gnas-brtan pa), prajnapti

(vadin)(Brtags pa pa), Bahusrutiya(mah-du thos pa), Jetavanlya(Rgyal byed

tshal pa), Sammatiya-kurukulla(Kun gyis bkur ba Kuru-ku-11a)な ど の 名 が 挙 げ

られ て い る。

次 に, apatti(堕, 罪)に 関 し て説 明 す る。 そ こで は, 『Siksasamuccaya』(D. No. 

3940, P. No. 5336)23)が 引 用 す る 『Akasagarbha-satra』(D. No. 260, P. No. 926)

に挙 げ られ る二種 のmulapatti (根本罪)24): ksatriya の 五 つ の そ れ((1) 塔 に所

属 す る物(staupika-vastu)や 僧 伽 の 物 を 奪 う, (2) 三 乗 の妙 法 を 捨 て る, (3) 出

家 を 還 俗 させ, 打 ち, 獄 に入 れ る, (4) 五 無 間 業, (5) 十 不 善 業 道 を行 い, 他 に

行 わ しめ る)と, 初業 菩 薩(adikarmika-bodhisattva)の 八 つ の そ れ((1) 大 乗 の教

え に 恐 れ を な し, 無 上 正 等 菩 提 へ の心 を声 聞 乗 に廻 ら して発 心 す る, (2) 他 の人

に, “汝 は六 波 羅 蜜 を 行 ず る こ とは で きない”等 と云 い, “速 や か に声 聞独 覚 二 乗

に発 心 せよ”等 と云 うこ と, (3) 波 羅 提 木 叉, 律 儀 戒 を守 らず と も発 心 して大 乗

の経 典 を読 め な ど とい う, (4) 声 聞 法 を聞 こ うと しな い, (5) 嫉 妬 心, (6) み だ

りに悲 慰 を ふ りまわ し, また これ が仏 の悟 りで あ る な ど とい う, (7) 僧 伽 の物 を

奪 うな ど, (8)非 沙 門 を 沙 門, 非 梵 行 を梵 行 とい う)と の 二種 と, 更 に, Candra-

gomin の 『Bodhisattvasarpvaravirp6aka』(D. No. 4081, P. No. 5582)の 六 ・七 偶 に

述 べ られ る四 つ の他 勝 処 法;

(1) 利養や恭 敬に対す る執着 によ り自讃 し殿他す る, (2) 苦 しんでい る, 救済す る者 の

ない人達 に, 樫貧の故 に法宝 を与えない// 他が繊悔 して も受 け入れ ない, (3)急 怒心

を もつて他 を打 つ, (4)大 乗 を捨 てて, 妙法 に似 て顕 われ る法 を説 く//25)

以 上, これ ら の五 ・八 ・四 の根 本 罪 が如 何 に して矛 盾 が な い か, とい う こと に つ

い て, Abhayakaraguptaは, pudgala の上 ・中 ・下 の区 別 に よ つ て, それ ぞれ,
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四 ・五 ・八 と対 応 せ しめ られ て 罪 が 区別 され るの で あ つ て, 矛 盾 は な い とい 」,

か つ, 「あ る(中)の 人 の罪 は, 他 の(上 ・下 の)人 々 の それ(罪)で もあ る」 と

付 言 す る。

最 後 に, 『Bodhisattvasarpvaravimsaka』 の第 二 十 偶c-d;

慈悲に基づ き, 心善な る者に罪はない//26)

を 引 用 し て, た と え, 四 根 本 罪 の第 一 で あ る"利 養 と恭 敬 に対 す る執 着 ・食 着 に

よつ て, 自讃 し殿 他 す る"が あ つ て も, tirthika を推 伏 し よ う との欲 求, 教 え を

存 続 し よ うとす る欲 求, そ の方便 に よつ て化 度 し よ うと の欲 求, 不 善 の住 処 よ り

立 た せ, 善 の 住 処 に置 こ うとす る欲 求 な ど に基 づ くも ので あれ ば, 無 罪 で あ る, 

と述 べ て い る27)。

ま た, そ の 際 に, 「“菩薩 行 は無 量 で あ るが, 心 の浄 化 が先 決 で ある”, 何 故 な

らば そ れ が す べ て の有 情 利 益 の 根 本 で あ るか ら で あ る」28)とも云 う。

以上 で, “菩 薩 律 儀 の受 持 儀 軌 と行”の 説 明 を 了 る29)。そ し て, この, 慈 悲 持

を つ 者 が違 越 して も無 罪 で あ る とい うこ と, また, そ れ が“有 情 を饒 益 する”と

い う意 味 で, “貧 欲(raga)”の 肯 定 に結 び つ くこ と に な る が, それ は, こ の 後 の

戒 波 羅 蜜 な どの 個所 に と り上 げ られ る。
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